
　
こ
の
条
例
は
、
職
員
等
の
公
務
出
張
に
伴
う
旅
費
支
給

額
（
日
当
・
宿
泊
料
等
）
の
見
直
し
を
し
た
も
の
で
す
。
施

行
日
は
公
布
の
日
か
ら
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
条
例
は
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
施
設

の
利
用
料
金
を
次
の
よ
う
に
改
定
し
た
も
の
で
す
。
施
行

日
は
平
成
　
年
４
月
１
日
か
ら
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
条
例
は
、
団
員
が
従
事
す
る
職
務
の
分
類
に
よ
る

費
用
弁
償
の
見
直
し
を
行
っ
た
も
の
で
、
内
容
は
、
機
関
整

備
の
場
合
の
費
用
弁
償
を
４
、５
０
０
円
か
ら
２
、２
５
０

円
に
改
正
し
た
も
の
で
す
。
施
行
日
は
平
成
　
年
４
月
１

日
か
ら
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
条
例
は
、
県
の
電
源
地
域
振
興
対
策
事
業
補
助
金

を
活
用
し
て
、
紫
尾
温
泉
棟
の
隣
に
建
築
さ
れ
た
施
設
の
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管
理
等
を
制
定
し
た
も
の
で
、
設
置
の
目
的
は
、
地
域
住

民
の
憩
い
の
場
、都
市
住
民
と
の
交
流
に
よ
る
情
報
等
の
交

換
を
促
進
し
、
地
域
の
活
性
化
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で

す
。

　
施
設
管
理
は
紫
尾
区
に
委
託
さ
れ
ま
す
が
、
利
用
に
当

た
っ
て
は
、
有
料
施
設（
交
流
室
の
３
部
屋
）と
無
料
施
設

 

ロ
ビ
ー
そ
の
他
の
共
用
施
設
）
が
あ
り
、
有
料
施
設
の
使

用
料
は
次
の
と
お
り
で
す
。
な
お
、
施
行
日
は
平
成
　
年

４
月
１
日
か
ら
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
条
例
は
、
町
単
独
事
業
と
し
て
在
宅
寝
た
き
り
老

人
又
は
重
度
痴
呆
老
人
を
長
期
に
わ
た
っ
て
介
護
し
て
い
る

者
に
対
し
、月
額
５
千
円
の
介
護
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
た

の
を
、
今
回
廃
止
し
た
も
の
で
す
。
施
行
日
は
公
布
の
日

か
ら
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
条
例
は
、
現
行
の
受
給
資
格
満
　
歳
以
上
を
満
　

歳
以
上
に
改
め
る
と
と
も
に
、
商
品
券
で
支
給
で
き
る
よ

う
に
し
た
も
の
で
す
。施
行
日
は
公
布
の
日
か
ら
と
な
っ
て

い
ま
す
。
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条
例
の
一
部
改
正
等

　
３
月
定
例
会
で
審
議
さ
れ
た
条
例
の
制

定
、
廃
止
及
び
一
部
改
正
等
に
つ
い
て
、
改

正
内
容
の
概
要
を
こ
こ
で
は
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

紫
尾
温
泉
交
流
棟
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す

る
条
例
の
制
定

老
人
介
護
手
当
支
給
条
例
の
廃
止

敬
老
年
金
支
給
条
例
の
一
部
改
正

旅
費
支
給
条
例
及
び
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

農
産
物
処
理
加
工
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

消
防
団
員
の
定
員
、
任
免
、
給
与
、
服
務
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正
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（単位:円）

主な利用料金の改定内容

区　分

調理実習室

研  修  室

農産加工室

洗  濯  室

昼　　間 夜　間

半　日 １　日 １Ｈ当たり

２００ ４００ ８０
３００ ６００ １５０

１００ ２００ ４０
１５０ ３００ １００

２００ ４００ １２０
３００ ６００ １５０

洗濯１行程
（洗剤・リンス料）

７００
１，０００

０
５００乾燥機１回使用

　上記のほか、加工料金も改定されてい

ます。金額の上段は改定前、下段は改定後

です。

区
　
　
　
分

専 

用 

使 

用

そ
の
他
使
用

１
室
１
時
間
当
た
り

１
人
１
日
当
た
り

交
　
流
　
室

１
０
０
０
円
以
内

１
０
０
０
円
以
内

（
和
室
３
室
）

憩いの場として4月1日オープンした交流棟
(神の湯ふれあい館)

ふ
る
さ
と
づ
く
り
促
進
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正

　
高
嶺
ま
ち
な
み
分
譲
宅
地
整
備
事
業
に
伴
い
、
神
子
字

瀬
ノ
上
の
一
部  

筆
が
中
間
前
畑
に
区
域
変
更
さ
れ
た
も

の
で
す
。

　
城
内
地
区
（
延
長
　
メ
ー
ト
ル
）
の
工
事
に
関
し
、
受

益
者
か
ら
の
分
担
金
の
賦
課
の
基
準
３
パ
ー
セ
ン
ト
等
が

定
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　
今
回
の
報
告
は
、
土
地
開
発
公
社
鶴
田
町
支
社
の
　
年

度
事
業
変
更
計
画
及
び
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

と
、
　
年
度
事
業
計
画
及
び
事
業
会
計
予
算
で
す
。

　
こ
の
条
例
は
、
現
行
の
制
度
見
直
し
と
し
て
転
入
奨
励

対
策
事
業
、
Ｕ
タ
ー
ン
奨
励
対
策
事
業
、
ウ
エ
デ
ィ
ン
グ
ベ
ル

対
策
事
業
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
住
宅
取
得
対
策
事
業

及
び
出
産
祝
金
支
給
事
業
の
助
成
金
の
額
を
一
部
減
額
し

て
改
正
し
た
も
の
で
す
。

　
施
行
日
は
平
成
　
年
４
月
１
日
か
ら
と
な
っ
て
い
ま
す

が
、
平
成
　
年
３
月
　
日
ま
で
に
改
正
前
の
同
条
例
の
規

定
に
基
づ
く
諸
届
出
等
の
交
付
資
格
を
満
た
し
た
者
は
、

従
来
ど
お
り
交
付
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
条
例
は
、「
鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
」
が

全
部
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
条
文
の
字
句
を
改
正
し

た
も
の
で
、
平
成
　
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
条
例
は
、
自
治
公
民
館
の
合
併
を
促
進
し
、
自
治

公
民
館
組
織
の
機
能
充
実
と
活
性
化
を
促
進
す
る
た
め
改

正
し
た
も
の
で
、
主
な
改
正
内
容
は
、
合
併
に
要
し
た
事

務
費
１
戸
に
つ
き
１
、５
０
０
円
（
現
行
１
、０
０
０
円
）、

有
線
放
送
施
設
運
営
改
善
費
１
戸
に
つ
き
１
、
５
０
０
円

（
現
行
１
、０
０
０
円
）
等
に
改
め
、
補
助
金
が
　
万
円

に
満
た
な
い
場
合
は
、
　
万
円
を
限
度
と
す
る
も
の
で
す
。

施
行
日
は
平
成
　
年
４
月
１
日
か
ら
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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こ
の
条
例
は
、
国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
退
職
被
保
険
者
等
の
一
部
負
担
金
　
分
の
２
を
、

分
の
３
に
改
正
し
た
も
の
で
、
平
成
　
年
４
月
１
日
か
ら
施

行
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
条
例
は
、
介
護
保
険
事
業
計
画
の
見
直
し
に
伴
い
、

平
成
　
年
度
か
ら
平
成
　
年
度
ま
で
の
第
１
号
被
保
険
者

の
保
険
料
率
を
改
定
し
た
も
の
で
、
月
額
の
基
準
額
が
３
、

０
０
０
円
か
ら
３
、
３
０
０
円
と
な
り
、
所
得
段
階
ご
と

の
改
定
状
況
は
次
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
施
行

日
は
平
成
　
年
４
月
１
日
か
ら
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
柏
原
の
軸
屋
線
２
６
９
、３
メ
ー
ト
ル
の
認
定
等
で
す
。

手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正

自
治
公
民
館
合
併
促
進
条
例
の
一
部
改
正

国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
改
正

介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正

町
道
路
線
の
廃
止
及
び
認
定

介護保険料の改定

所得段階  　 基準額  　　調整率  　 保険料

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階

０.５

０.７５

１.０

１.２５

１.５

３６，０００

３９，６００

（円／年額）

１８，０００

１９，８００

２７，０００

２９，７００

３６，０００

３９，６００

４５，０００

４９，５００

５４，０００

５９，４００

保険料の上段は改定前、下段は改定後です。

字
の
区
域
の
変
更

急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
分
担
金
賦
課
の
基

準
並
び
に
徴
収
の
時
期
及
び
方
法

１４年度事業会計補正予算

（単位：千円）

（単位：千円）

科　目　　 既決額　　   補正額　　     計

収益的収入

収益的支出

　  ８３，５９７　　　３０，０００　　１１３，５９７

　  ８３，６７２　　　２９，５２５　　１１３，１９７

　  １２，７２２　　　△５，０２２　　　　７，７００

  １３６，１５３　　△１０，４５４　　１２５，６９９

１５年度事業会計予算

科　目　収益的収入及び支出　資本的収入及び支出

収　入

支　出

２７，５５５　　　９５，３９０

２７，６００　　１５８，５３０

報
　
　
告

資本的収入

資本的支出

15

15

15
15

10

10

15

15

15

10

10

16

15

14

50

17

31


